
スタート 新発田市への申告は必要ありません。
令和8年1月1日に居住していた市区町村へご確認くださ
い。

令和8年1月1日現在、新発田市にお住まいでし
たか。

令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間
に収入がありましたか。

障害年金、遺族年金、失業給付金などの非課税所
得以外に収入がありましたか。

・1か所からの給与のみで年末調整が済んでいる 申告は不要です

・給与所得以外の所得が20万円以下
市県民税の

申告が必要です

・年金収入のみで、その収入金額が400万円以下であり、
　控除内容に変更がない

申告は不要です

・年金収入のみで400万円を超える
・年金収入以外の所得が20万円を超える

確定申告が
必要です

新発田市への申告は必要ありません。
ただし以下に該当する方は市県民税の申告が必要な場合が
あります。
①所得証明書等が必要な方
②ご本人またはご家族が国民健康保険・介護保険・後期高齢
　者医療保険の税額や区分の算定、医療助成制度等行政サー
　ビスの提供を受けるために所得確認が必要となる方
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・給与収入が2,000万円を超える
・給与所得以外の所得が20万円を超える
・年末調整が済んでいない
・2か所以上から給与の支払を受けた
・医療費控除、生命保険料控除、寄附金控除等を追加する

確定申告が
必要です
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・年金収入のみで、その収入金額が400万円以下であり、
　医療費控除、生命保険料控除、寄附金控除など追加する
　控除がある
・年金収入以外の所得が20万円以下

市県民税の
申告が必要です
※控除の変更によっては
確定申告が必要です
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・所得金額より控除が多い場合
（所得税が課税されない場合）

市県民税の
申告が必要です

・所得金額より控除が少ない場合
（所得税が課税される場合）

確定申告が
必要です

・青色申告者の申告
・分離所得の申告（不動産、株式等の譲渡、先物取引等）
・亡くなられた方の申告（準確定申告）
・住宅借入金等特別控除の申告（初年度）

確定申告が
必要です

※上記フローチャートは申告が必要か判断するための簡易な目安です。申告状況により必ずしも当てはまらない場合が
　あります。
※確定申告をする場合は、税務署から市に確定申告書の情報が連携されますので、市県民税の申告は必要ありません。

申告フローチャート
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